
第

四

百

五

十

九

号

令

和

六

年

一

月

十

二

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
四

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
五

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
五

○
高
山
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

(
都
市
整
備
課)

一
五

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等

(
労
働
委
員
会)

一
六

規

則

岐
阜
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
補
助
金
等
交
付
規
則(

昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
な
い
場
合)

第
五
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者

又
は
間
接
補
助
事
業
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
補
助

金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
補
助
金
等
に
係
る
申

請
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

暴
力
団(

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二

暴
力
団
員(

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

三

役
員
等
が
暴
力
団
員
で
あ
る
な
ど
、
暴
力
団
が
そ
の
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い

る
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
補
助
金
等
を

交
付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
暴
力
団
を
利
す
る
こ
と
と
な
る
者
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報
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(

火
曜
日
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
一
月
十
二
日



一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
字
寺

洞
四
二
一
八
番
二
五
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
同

四
二
一
八
番
三
八
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

宮
萩

原
線

路
線
名

百
五
十
八

号 路
線
名

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
字
ズ

リ
岩
一
七
六
六
番
四
五
地
先

か
ら 区

間

高
山
市
丹
生
川
町
久
手
字
中

ノ
ス
四
七
一
番
二
九
地
先
地

内
区

間

前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

第
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
間
接
補
助
金
等
を
交
付
し
な
い
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

又
は
こ
れ｣

を｢

若
し
く
は
こ
れ｣

に
改
め
、｢

違
反
し
た
と
き｣

の
下
に

｢

、
又
は
第
五
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き｣

を
加
え
、
同
条
第
二

項
中｢

違
反
し
た
と
き｣

の
下
に｢

、
又
は
第
五
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明

し
た
と
き｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類

井

尻

八
百
津
線

路
線
名

可
児
郡
御
嵩
町
井
尻
字
御
禦
平
二

六
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
上
之
郷
字
寺
尾
六

六
九
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

同

市
同

町
同

字
同

一
七
六
六
番
四
四
地
先

ま
で

後���･� 延

長

(
メ
ー
ト

ル) �･�〜��･�令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･�令

和�･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
馬
瀬
地
区
第
一
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら

同

年
二
月
九
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

下
呂
市
役
所

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
馬
瀬
地
区
第
二
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
十
二
日
か
ら

同

年
二
月
九
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

下
呂
市
役
所

○
高
山
都
市
計
画
道
路
事
業
の
周
知

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
道
路

事
業
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
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栗

本

理

花

筒

井

和

浩

武

藤

玲
央
奈

大

野

正

博

三

井

栄

浅

井

直

美

秋

保

賢

一

氏

名

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
岐
阜
県
連
合
会
副

事
務
局
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
八
期

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
岐
阜
県
連
合
会
会

長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
五
期

弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
一
期

朝
日
大
学
法
学
部
教
授

岐
阜
県
労
働
委
員

会
委
員
六
期

東
海
国
立
大
学
機
構
岐
阜
大
学
社
会
シ
ス
テ

ム
経
営
学
環
教
授

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委

員
七
期

弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
七
期

弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
十
期

現

職

等

同 同 同 同 同 同 令
和

五
・
一
二
・
二
五

委

嘱

年

月

日

景

山

多

美

今

尾

任

城

一

柳

正

義

村

瀬

尚

子

安

藤

正

弘

大

宮

満

鈴

木

慎

北

島

あ
づ
さ

株
式
会
社
東
海
化
成
常
務
取
締
役

岐
阜
県

労
働
委
員
会
委
員
二
期

株
式
会
社
イ
マ
オ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
代
表

取
締
役
社
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
二

期 セ
イ
ノ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
顧

問

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
四
期

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
総
合
研
究
所
代
表
取
締

役
社
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
五
期

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
経
営
者
協
会
専
務
理

事

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
五
期

Ｊ
Ａ
Ｍ
東
海
岐
阜
県
連
絡
会
会
長

岐
阜
県

労
働
委
員
会
委
員
三
期

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岐
阜
県
支
部
長

岐
阜
県
労

働
委
員
会
委
員
四
期

岐
阜
一
般
労
働
組
合
執
行
委
員
長

岐
阜
県

労
働
委
員
会
委
員
五
期

同 同 同 同 同 同 同 同

高
山
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
一
号

花
里
本
母
線

二

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

三

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
整
備
課

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等

労
働
委
員
会
規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
労
働
委
員
会

会
長

秋

保

賢

一
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令
和
六
年
一
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


